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次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健

全
な
育
成
は
社
会
全
体
の
願
い
で
す
。
児

童
手
当
な
ど
の
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ

り
安
心
し
て
生
活
で
き
、
児
童
の
健
全
な

育
成
及
び
資
質
の
向
上
に
役
立
つ
こ
と
を

目
的
に
し
て
い
ま
す
。
尚
本
人
の
申
請
で

す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　　

家
庭
内
に
お
け
る
生
活
の
安
定
の
た
め
、

小
学
校
第
３
学
年
修
了
前
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
手

当
月
額
は
、
第
１
子
、
第
２
子
は
５
千
円
、

第
３
子
以
降
は
１
万
円
で
す
。
但
し
前
年

の
所
得
が
一
定
以
上
の
場
合
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

　

支
給
は
申
請
し
た
翌
月
か
ら
と
な
り
、

毎
年
２
月
、
６
月
、
10
月
に
振
り
込
ま
れ

ま
す
。
申
請
さ
れ
る
と
き
は
、
印
鑑
と
、

申
請
者
名
義
の
金
融
機
関
の
通
帳
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
尚
、
郵
便
局
は
除
き
ま
す
。

　

父
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
（
18
歳
未
満
）
を
養
育
し
て
い
る
母
子

家
庭
等
の
、
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
、

児
童
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
手
当
に
お
け

る
母
子
家
庭
と
は
、
父
母
が
離
婚
し
た
場

合
、
父
親
が
死
亡
、
又
は
生
死
不
明
の
場

合
、
父
親
が
１
年
以
上
家
を
出
て
連
絡
が

無
い
場
合
、
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

場
合
、
子
ど
も
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
に
生
ま

れ
、
母
親
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
場
合
な

ど
を
言
い
ま
す
。
但
し
所
得
が
制
限
額
以

上
の
場
合
や
、
公
的
年
金
を
受
け
て
い
る

場
合
、
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場

合
は
、
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

精
神
、
又
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
満
20

歳
未
満
の
、
児
童
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
障
害

の
あ
る
児
童
を
監
護
す
る
父
も
し
く
は
母
、

ま
た
は
父
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
で
す
。
但
し
所
得
制
限
以
上
の

場
合
や
、
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
児
童
福

祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
な
ど
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

☆
現
況
届

　

上
記
の
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
毎
年

「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
以
降
の

手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。《
児
童
手
当
は
６
月
》・《
児

童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
８

月
》中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
近
年
に
お
け
る
少
子
化
の
進

行
な
ど
を
か
ら
、
児
童
福
祉
の
増
進
の
た

め
、
少
子
化
対
策
や
子
育
て
支
援
を
目
的

と
し
た
町
単
独
の
児
童
手
当
制
度
の
支
給

を
行
い
ま
す
。
富
士
見
町
に
１
年
以
上
住

所
を
有
し
、
生
計
を
共
に
す
る
第
３
子
以

降
の
児
童
を
養
育
す
る
保
護
者
で
す
。
手

当
は
第
３
子
以
降
の
児
童
１
人
に
つ
き
年

額
２
万
円
を
義
務
教
育
終
了
ま
で
の
期
間

で
す
。
対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
保
護
者

は
住
民
福
祉
課
児
童
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。　
　

▼
問
い
合
わ
せ
先
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３
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児
童
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万
円
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義
務
教
育

終
了
前
ま
で
の
期
間
で
す
。

（

）

ご存知ですか

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
ご存知ですかご存知ですか

扶養親族の数 本 人 配偶者及び扶養義務者

０人

１人

２人

4,596,000円未満

4,976,000円　　　

5,356,000円　　

6,287,000円未満

6,536,000円　　

6,749,000円　　

３人 5,736,000円　　 6,962,000円　　

所得制限限度額表（特別児童扶養手当）　

扶養親族等の数

０人

１人

２人

３人

４人

５人

本 人
全部支給の場合 一部支給の場合

配偶者及び
扶養義務者

190,000円未満

570,000円　

950,000円　

1,330,000円　

1,710,000円　

2,090,000円　

1,920,000円未満

2,300,000円　

2,680,000円　

3,060,000円　

3,440,000円　

3,820,000円　

2,360,000円未満

2,740,000円　

3,120,000円　

3,500,000円　

3,880,000円　

4,260,000円　

支給制限限度額表（児童扶養手当）　

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円）

０人

１人

２人

３人

４人

５人

３０１.０

３３９.０

３７７.０

４１５.０

４５３.０

４９１.０

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円）

０人

１人

２人

３人

４人

５人

４６０.０

４９８.０

５３６.０

５７４.０

６１２.０

６５０.０

16年度所得制限限度額（児童手当）　　
■国民年金加入者 ■厚生年金などの加入者


